	 eq \o\ad(高圧ガス販売事業届,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	
	　                      一般則第３７条
	

	   eq \o\ad(根拠法令,　　　　　　)
	  法第２０の４　　 　  液石則第３８条
	

	
	                        冷凍則第２６条
	

	
	  １　高圧ガスの販売事業を営もうとする者
	

	
	  ２　「販売の事業」とは、高圧ガスの引き渡しを継続かつ反復して営利の目的
	

	
	　　を持って行おうとする者をいう。
	

	
	  ３　冷凍保安規則でいう販売とは、１日の冷凍能力が２０トン（冷媒ガスがフ
	

	  適　　　　用
	　　ルオロカーボンの場合は５０トン）以上の冷凍設備内における高圧ガスを販
	

	
	　　売することをいう。したがって、容器内のフルオロカーボン等の販売（冷凍
	

	
	　　設備への補充充てん販売含む）は一般則の適用となる。
	

	
	  ４　第一種製造者がその充てんした事業所において販売する場合、施行令第６
	

	
	　　条に規定する高圧ガスを販売する場合は、届出を要しない。
	

	
	

	
	必要書類
	
	

	　１　高圧ガス販売事業届書
	


	　２　販売の目的，法第２０条の６第１項の技術上の基準に関する事項，法第６０条の帳簿に関する事項，
	

	　　法第２０条の５の周知に関する事項，法第１５条の貯蔵・法第２３条の移動に関する事項，法第２７
	

	　　条保安教育に関する事項（高圧ガス販売計画書に記載）
	

	
	

	   （添付すべき書面又は図面）
	

	（１）販売先保安台帳の様式
	

	（２）容器授受記録簿の様式（冷凍を除く。）
	

	（３）販売所及び容器置場の位置，構造の図面（容器置場で貯蔵する場合）
	

	（４）周知書面及び周知記録台帳（周知が必要な場合）
	

	（５）委任状（代表者以外の者が届出手続きをするとき）
	

	（６）（必要に応じて添付）販売する高圧ガスの種類に応じて、法第２０条の６第１項の技術上の基準の
	

	　　 確認に必要な書面又は図面
	


